
（案） 
横浜市営地下鉄における飲料自販機設置事業に関する契約書 

 
一般財団法人横浜市交通局協力会を甲、○○〇株式会社を乙として、甲と乙は、横浜市営地下鉄駅構内

における飲料水販売の取扱いに関し、次のとおり契約を締結する。 

 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は、信義をもって、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 

（飲料水の販売方法） 

第２条 この契約により販売する飲料水（以下「商品」という。）は、自動販売機（以下「自販機」という。）により乙

が販売するものとする。 

２ 甲は、商品の販売に関し、乙に指示することができるものとし、乙はその指示に従うものとする。 

 

（自販機の設置場所） 

第３条 甲は、乙が自販機を設置するために、別表１及び別紙位置図に示す場所を提供し、その付近に自販

機の稼働に必要な電源設備を準備する。 

 

（自販機の設置） 

第４条 乙が設置する自販機は、甲の承認した機種とし、乙の責任において維持管理を行うものとする。 

 

（自販機の販売商品） 

第５条 商品の種類及び品名は、甲の承認したものとする。 

 

（自販機の構内使用料） 

第６条 乙は、自販機設置に係る構内使用料として、その月の自販機売上金額（税抜）に別紙１に定めた営業

料率を乗じた額に、消費税相当額を加算した額とする。 

 

（自販機の商品補充及び空缶等回収） 

第７条 自販機への商品補充及び空缶等の回収は、乙が乙の費用で行うものとする。 

 

（自販機の電源設備使用料） 

第８条 自販機に係る電源設備使用料として、乙は次のとおり負担するものとする。 

１．自販機 1 か月1 台当たり 5,000 円に消費税相当額を加算した額とする。 

２．日割計算の必要のある場合は、日割計算とする。 

 

（自販機の売上報告及び支払等） 

第９条 自販機の売上金の締め切りは毎月末とし、集金及び計数は乙が行う。 

２ 乙は、当該月の売上金を、翌月１０日までに甲に報告するものとする。 

なお、構内使用料、電気設備使用料及び売価別の売上金額も併せて記載するものとする。 

３ 乙は、当該月の構内使用料及び電気設備使用料を翌月末日までに甲の指定する金融機関に振込むもの

とする。 

なお、振込手数料は乙の負担とする。 

 

 

 

 

 



（自販機の釣銭資金） 

第１０条 自販機の釣銭資金は、乙の負担とする。 

 

（自販機の保守点検） 

第１１条 乙は、甲の指示に従い、自販機の保守管理に精通する専門要員を派遣して自販機の保守点検を行

い、利用者に支障を与えないように努めなければならない。 

２ 乙は、年２回自販機の保守点検を行い、その点検結果を甲に提出しなければならない。 

 

（道路占用料） 

第１２条 設置場所が横浜市等の道路用地の場合の道路占用料は、乙の負担とし、甲から請求のあった月の

末日までに甲に支払うものとする。ただし、道路占用許可申請手続きは、甲が代行するものとする。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第１３条 甲及び乙は、この契約に関する権利義務を第三者に譲渡し、もしくは継承させ、又はその権利を担保

に供することができないものとする。 

 

（契約の解除） 

第１４条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約期間中であっても、この契約を解除することがで

きる。 

(1) 甲又は横浜市交通局の都合により、この契約を解除する必要が生じた場合 

(2) 乙が別表１に記載する自販機が設置できなくなった場合 

(3) 乙が甲に対して有する債権を第三者に譲渡又は差し押さえられた場合 

(4) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は認可等を失った場合 

(5) 乙の財産状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると甲が認める相当の事由がある場合 

(6) 乙が甲の信用を著しく失墜させる行為をした場合 

(7) 乙がこの契約並びにこの契約の主旨に違反した場合 

２ 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約期間中であっても、この契約を解除することができる。 

(1) 甲が乙に対して有する債権を第三者に譲渡又は差し押さえられた場合 

(2) 甲の財産状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると乙が認める相当の事由がある場合 

(3) 甲が乙の信用を著しく失墜させる行為をした場合 

(4) 甲がこの契約並びにこの契約の主旨に違反した場合 

３ 前２項の規定にかかわらず、甲乙協議のうえ本契約の解除に合意した場合、この契約を解除することがで

きる。 

４ 甲及び乙は、第１項から第３項までに定めるもののほか、神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、

相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

(1) 横浜市暴力団排除条例（平成２３年１２月横浜市条例第５１号）第２条第２号に規定する暴力団、同条

第４号に規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等、又は同条第７条に規

定する暴力団員等と密接な関係を有する者と認められるとき。 

(2) 神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号）第２３条第１項又は第２項（利益供与等の

禁止）に違反している事実がある者と認められるとき。 

 

（損害賠償） 

第１５条 乙の責めに帰すべき理由により、契約を解除し乙が甲に損害を与えた場合、乙は甲の認定する額を

賠償しなければならない。 

２ 甲の責めに帰すべき理由（第 21 条第１項第１号を除く）により、契約を解除し甲が乙に損害を与えた場合、 

甲は乙の認定する額を賠償しなければならない。 

３ 乙が、この契約による商品販売に係る事故により、甲又は第三者に損害を与えた場合は、直ちに甲に報告

するものとし、その損害について付属協定書に定めた以外は、すべて賠償しなければならない。 

 



（原状回復） 

第１６条 この契約が終了したときは、理由の如何を問わず、乙はこの契約に基づき設置した自販機（釣銭資

金を含む。）を直ちに撤去して原状回復を行う。 

なお、この原状回復に要する費用は乙の負担とする。 

２ 乙が前項に従った原状回復をしないときは、甲は、乙が設置した自販機を撤去して原状回復をすることが

できる。なお、この原状回復に要する費用は乙の負担とする。 

 

（秘密保持） 

第１７条 甲及び乙は、 本契約の締結又は履行に伴って知り得た相手方の営業上の秘密 （以下「営業秘密」

という。）の一部でも第三者に開示・漏洩し、又は、自販機の運営以外の目的に使用してはならない。 

２ 前項の記載にかかわらず、甲及び乙は、 本契約の目的上必要最小限の範囲でのみ法律上の守秘義務を

負っている弁護士、 公認会計士及び税理士に限り、営業秘密を開示することができる。 

３ 第１項の記載にかかわらず、甲は、本契約の目的上必要最小限の範囲でのみ横浜市交通局に開示するこ

とができる。 

４ 前２項の規定に従い第三者に開示する場合、甲及び乙は、当該第三者に本契約と同等以上の秘密保持義

務を課すとともに、当該第三者の秘密保持義務違反は開示した甲又は乙の義務違反とみなす。 

５ 本条の規定は、 本契約終了後もなお効力を有するものとする。 

 

（契約内容の解釈） 

第１８条 この契約に関し疑義が生じた場合は、この契約に定めのない事項が生じた場合は、甲乙で協議して

定めるものとする。 

 

（契約の有効期間） 

第１９条 この契約の有効期間は、令和6 年 月 日から令和11 年10月31日までとする。 

ただし、契約期間満了の2 か月前までに甲乙いずれかから解約の意思表示がないときは、さらに1 年間、延

長されるものとし、以後も同様とする。 

 

本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する。

令和 ６ 年 〇 月 〇 日 

甲 横浜市中区長者町五丁目８５番地

三共横浜ビル１４階 

一般財団法人 横浜市交通局協力会 

代表理事 齊藤 貴子 

 

乙 住所 

○○〇 株式会社 

代表取締役 氏名 



付 属 協 定 書 

 

契約書第１５条に定める事故のうち、自販機の盗難等により生じた場合の商品及び金銭（釣銭を含む。）の損

失に対する負担及び処理については、次のとおりとする。 

 

１ 第三者による商品及び金銭の抜き取り事故（以下「盗難」という。）による損失が明らかで、かつ、加害者が

不明又は賠償能力がない場合の損失については、売上金額に対して、契約書第６条に定める構内使用料

の率を甲の割合、売上金額から甲へ納入する構内使用料の率を差し引いた率を乙の割合とし、損失額をそ

れぞれ負担するものとする。 

ただし、盗難事故の原因が第２項の故意又は過失によるものと明らかに認められる場合は、この限りでな

い。 

 

２ 契約に定める自販機取り扱い上の故意又は過失によることが原因で生じた損失事故については、その原因

の責に任ずる甲又は乙が損失額を負担するものとする。 

 

３ 自販機の故障が原因で商品及び金銭の損失事故が生じた場合の損失額は、第５項第３号に定めるものを

除くほか、乙が負担することを原則とする。 

 

４ 前３項に定める場合の損失額の認定は、その損失が生じた直前の集金日から直後の集金日までの間のカ

ウント数字によることを原則とし、これによりがたい場合は、甲乙協議して定めるものとする。 

 

５ 前４項以外で自販機のカウント数字と集金額に誤差が生じた場合及びその他の取り扱いは、次の各号のと

おりとする。 

（１）集金額が過剰した場合の過剰額は、売上金として処理する。 

（２）集金額が不足した場合の損害額は、甲及び乙の割合で処理する。 

（３）前各号のほか、利用者からの申し出により甲が返還金を立替えた金額については、状況の如何を問わ

ず第３項による自販機の故障によるものとみなす。 

（４）前各号による金額が著しく多額となった場合は、甲が乙に連絡するとともに甲乙協議してその原因の究

明に努めるものとする。 



 

 

自販機設置 

設置駅 設置場所 設置数 営業料率 

伊勢佐木長者町 Ｂ１改札外 1 台 落札した営業料率（％） 

 

第 3 条 自販機の設置場所

第 6 条 自販機の構内使用料 

 

別 紙 １ 


